
 

資料２ 

  

   

教育相談体制の再構築について 

 

区立学校における、いじめの認知件数や不登校児童・生徒数は増加傾向にあ

り、その背景には、要因の多様化・複雑化がある。また、いじめ・不登校の各

学校による対応は、初期対応の遅れ等により長期化、複雑化するケースもある。 

こうした課題に対応し、区立学校のいじめ・不登校対応の支援を強化するた

め、済美教育センターの教育ＳＡＴによる学校支援事業とこれまでの教育相談、

不登校支援に関する事業を一体化し、情報の共有化や連携強化を一層図ること

により、きめ細かな専門的支援の充実とともに、迅速かつ的確に対応できる新

たな教育相談体制を構築することとしたので、報告する。 

 

 

１ 新たな教育相談体制について 

（１）基本的な考え方 

○いじめ・不登校などについて、より専門的視点から児童・生徒と保護者へ

の支援を実施する相談体制とする。 

○いじめ・不登校などに各学校が適切な初期対応ができるよう支援する。 

 

（２）新たな教育相談体制の概要（裏面参照） 

  ○済美教育センター内に教育相談担当課を新設 

   これまで特別支援教育課が実施してきた教育相談及び不登校対策に関す

る業務と、済美教育センターが実施しているいじめ・不登校の相談業務を一

体的に展開する。 

   

 

 

 



 

 

昨年度までの特別支援教育課における教育相談と済美教育センターの教育

SATを一体化し、教育相談事業の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで教育相談で受けていた相談  平成 31年度からの所管 

◇学校に行きにくい、不登校 

◇子どもの非行 

◇親子関係 

⇒ 
済美教育センター 

教育相談担当係 

◇いじめ 

◇学校生活上のトラブル 
⇒ 

済美教育センター 

教育 SAT 

◇言葉や発達の遅れ 

◇発達の特性 

◇特別支援学級等への就学・転学 

⇒ 
（仮称）就学前教育支援センター 

就学支援相談係（特別支援教育課） 

平成31年9月開設予定 

これまで教育相談で受けていた相談  平成 31年度からの所管 

◇学校に行きにくい、不登校 

◇子どもの非行 

◇親子関係 

⇒ 
済美教育センター 

教育相談担当係 

◇いじめ 

◇学校生活上のトラブル 
⇒ 

済美教育センター 

教育 SAT 

◇言葉や発達の遅れ 

◇発達の特性 

◇特別支援学級等への就学・転学 

⇒ 
（仮称）就学前教育支援センター 

就学支援相談係（特別支援教育課） 

済美教育センター 教育相談担当課 を新設  
 

保護者等 

相談者 

①教育 SAT 
①いじめ・学校生活上のトラブル 

②不登校 

③一般教育相談 

※特別支援教育関係は就前センターを案内 

※子育て関係は子家セを案内 

 ①03-3311-0023 

②③03-3311-1921 
②不登校相談 

③教育相談 

無料 0120-949-466 有料 080-8825-0119 
いじめ電話レスキュー 

学校 

管理職 

03-3311-0023  教育 SAT及び指導主事 

不登校相談及び一般教育相談 03－3311-1921 

こちらにお電話ください 

これまで教育相談で受けていた相談  新体制での相談所管 

◇学校に行きにくい、不登校 

◇子どもの非行 

◇親子関係 

⇒ 
済美教育センター 

教育相談担当課 

◇いじめ 

◇学校生活上のトラブル 
⇒ 

済美教育センター 

教育 SAT 
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